
議
案
第
三
十
1
号

三
朝
町
簡
易
水
道
等
使
用
条
例
の
1
部
改
正
､
､
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
簡
易
水
道
等
使
用
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
'
地
方
自
治
法
(
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
へ
本
議
会
の
鼓
決
を
求
め
る
｡

平
成
元
年
三
月
十
日

三

朝

町

長

　

　

安

　

　

田

　

　

真

　

一

　

郎

平
　
琴
花
車
寧
日
廿
拾
弐
日
　
原
寮
可
決

三
朝
町
鼠
各
級
長
安
井
由
符



三
朝
町
条
例
第

号

三
朝
町
簡
易
水
道
等
使
用
条
例
の
一
部
を
改
正
す
右
条
例

三
朝
ー
町
簡
易
水
道
等
使
用
条
例
(
昭
和
三
十
二
年
三
朝
町
条
例
窮
十
号
)
の
蒜
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
｡

第

二

十

八

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

｡

　

　

　

＼

∴
使
相
料
の
徴
収
)
-

警
手
八
条
　
使
用
料
金
は
,
別
表
空
言
定
め
る
基
本
料
金
と
超
過
料
金
と
の
合
計
額
に
百
分
の
百
三
を

(ノ

乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
そ
こ
の
場
合
に
お
い
て
､
一
円
未
溝
の
端
数
が
あ
る
と
を
は
'
そ
の
端
数
金
額

を
周
り
腐
て
る
も
の
と
す
る
｡

別
表
讐
壷
水
器
を
使
用
し
な
い
水
道
の
料
金
の
項
中
｢
三
､
五
〇
〇
円
｣
を
｢
三
､
六
〇
〇
円
｣
に
改
め
る
｡

附

則

こ
の
条
例
は
,
平
成
元
年
四
月
言
か
ら
施
行
し
,
平
成
元
年
五
月
分
の
使
用
料
金
か
ら
適
用
す
る
｡


